安定供給システム販売申請書及び企画提案書の作成要領
　１　申請の基本事項

①　別紙１「暴力団排除に関する誓約事項」の内容を確認した上で、企画提案書に添付し四国森林管理局長に提出することとし、その提出をもってこれに同意したものとみなします。
②　安定供給システム販売申請書(以下「申請書」という。)については、必要に応じて図・表や参考資料等を添付してください。
③　申請者と製材工場等が共同して買い受けを希望する場合には、申請者と製材工場等が製材品等に関する販売取引協定を締結し、協定書を添付してください（輸出も含む）。
④　申請書の３・４については、申請者の業態に応じて記載内容が異なりますのでご留意ください。
⑤　希望する物件を木質バイオマス発電所に供給する場合は、「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に基づき作成した自主行動規範（事業者認定書）を添付して下さい。
２　企画提案書の内容等

①　 企画提案の取り組み内容については、項目ごとに内容を詳細かつ具体的に記載し、可能な限り定量的な指標を用いて記載すること。
②　 協定期間終了後に提出する「国有林材の安定供給システムに係る結果報告書」は、企画提案の取り組み内容に対しての実施状況を具体的に数量的指数を含め記載すること。
③　 前項②の「国有林材の安定供給システムに係る結果報告書」等から企画提案の内容を踏まえた取り組みが実施されていないと判断された場合は、次回のシステム販売の企画提案書の加点からの減点を行うものとする。
④　 別添3「購入希望物件平均単価記入表」に希望する物件の購入希望物件平均単価（消費税抜き）を別紙「購入希望物件平均単価の算出方法等」を参照の上記入してください。
⑤　 別添４．５「安定供給システム協定原木価格検討表」を記載・添付し、協定期間中に想定している製品の価格から、歩留まりを加味した加工・流通コスト等を差し引くことにより原木購入価格が妥当である旨をご説明願います。
 なお、原木価格検討表は、希望する物件の引渡場所の中から１箇所選定し、配材を予定する全ての工場について作成してください。
 また、同じ引渡場所でA材・Ｂ材を希望する場合も、それぞれ配材する全ての工場について「安定供給システム協定原木価格検討表」を作成してください。
「安定供給システム協定原木価格検討表」で説明が難しい場合には、任意の様式の説明資料を添付されることも可とします。
３　販売単価の決定方法（別紙２「購入希望物件平均単価の算出方法等」の２により決定します。）
　　※材の引き渡しは、各土場渡しとします。
４　平成27年度（前期）の協定者においては、「国有林材の安定供給システム販売結果報告書（平成27年度（前期分）」を提出して下さい。
別紙１
暴力団排除に関する誓約事項
　当社（個人である場合は私、団体である場合は等団体）は、下記１及び２のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
　この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
  また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提供することについて同意します。
記
１　契約の相手方として不適当な者
（１）　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき
（２）　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
（３）　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
（４）　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき
（５）　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
２　契約の相手方として不適当な行為をする者
（１）　暴力的な要求行為を行う者
（２）　法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
（３）　取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
（４）　偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
（５）　その他前各号に準ずる行為を行う者
  　上記事項について、申請書・企画提案書の提出をもって誓約します。
